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第 107 号議案
宍粟市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一
部改正について

１１月２６日提出

第 108 号議案
宍粟市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条
例の一部改正について

１１月２６日提出

第101回宍粟市議会定例会　上程議案等一覧

議案番号



第１０７号議案 

宍粟市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改 

正について 

 宍粟市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条

第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。 

  令和３年１１月２６日提出 

宍粟市長 福 元 晶 三 



宍粟市条例第 号 

  

宍粟市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

  

（宍粟市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第１条 宍粟市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成17年宍粟市条例第44号）

の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「100分の207.5」を「、６月に支給する場合においては100分の207.5、12月

に支給する場合においては100分の192.5」に改める。 

第２条 宍粟市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項中「、６月に支給する場合においては100分の207.5、12月に支給する場合にお

いては100分の192.5」を「100分の200」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和３年12月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４月１日か

ら施行する。 
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第１０８号議案 

  

   宍粟市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の 

   一部改正について 

  

 宍粟市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第96条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。 

  

  令和３年１１月２６日提出 

  

                      宍粟市長 福 元 晶 三 

  

 



宍粟市条例第 号 

  

宍粟市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条 

例 

 

 （宍粟市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第１条 宍粟市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（平成17年宍粟市条例第

48号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中 

 「 
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 に改める。 

第２条 宍粟市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正

する。 

  別表第２中 

 「 
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 を 
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」 

 に改める。 

   附 則 

  この条例は、令和３年12月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４月１日か

ら施行する。 

 

６月１日 

12月１日 
100分の207.5 100分の166 100分の124.5 100分の62.25 

６月１日 100分の207.5 100分の166 100分の124.5 100分の62.25 

12月１日 100分の192.5 100分の154 100分の115.5 100分の57.75 

６月１日 100分の207.5 100分の166 100分の124.5 100分の62.25 

12月１日 100分の192.5 100分の154 100分の115.5 100分の57.75 

６月１日 

12月１日 
100分の200 100分の160 100分の120 100分の60 
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